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茂原市農業委員会第１１回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年１０月６日（火） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  茂原市役所１０２会議室 

 

３ 出席委員  １４名 

     １番 中 村 正 明          ２番 小 高 一 夫 

     ３番 湯 淺 公 夫          ４番 蕨  直 邦 

     ５番 光 橋 正 人（第二副小委員長） ６番 杉 浦 文 子 

     ７番 八 角 徳 政          ８番 高 山 多 聞（第一副小委員長） 

     ９番 秋 葉 仁 喜（第二小委員長） １０番 鈴 木 幸 雄（第一小委員長） 

    １１番 鬼 島 一 郎（職務代理）   １２番 加藤古志郎 

    １３番 石 井 利 明（会  長）   １４番 浦 島 京 子 

  出席推進委員 ５名 

        早 川 昇 一    渡 邉 滋 樹    富 田 和 男   平 野 芳 之 

        風 戸 茂 樹 

 

４ 事務局職員  ６名 

   事務局長 高 山 浩 二    局長補佐 丸 島 浩 二 

   係  長 東 條 成 男    係  長 鵜 澤 史 樹 

   主  査 吉 田 茂 則    主  事 酒 井 嵩 文 

 

５ 会議に付した議案 

 ・農地法第３条の規定による許可申請について                 ３件 

 ・農地法第４条の規定による許可申請について                 １件 

 ・農地法第５条の規定による許可申請について                 ５件 

  ・第８回総会保留議案 農地法第５条の規定による許可申請について       １件 

  ・農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

   の承認について（利用権設定） 

  ・農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

   の承認について（所有権移転） 

 

６ 報告 

   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

   軽微な農地改良の届出について 

   地目変更登記申請に係る照会について 

   農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 
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本日は第１１回総会にご参集いただきましてありがとうございます。 

本総会は、農業委員会法第２７条第３項の規定により委員の過半数の出席を頂いて

おりますので成立することをご報告いたします。本日の議事案件については、３条申

請３件、４条申請１件、５条申請５件、第８回保留議案１件、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の承認について、以上合計１２件

となります。そのほか報告事項がございます。 

茂原市農業委員会総会会議規則によりまして、会長が議事の進行をすることになっ

ておりますので、会長にお願いいたします。 

 

 ただ今から農業委員会総会を開催いたします。さて、議事に入る前に本日の議事録

署名人についてこちらで指名させていただいてよろしいでしょうか。（異議なしの声）

本日の議事録署名人は８番高山委員と９番秋葉委員にお願いしたいと思います。議案

の説明及び書記は事務局にお願いします。はじめに農地法第３条の規定による許可申

請についてであります。事務局より説明をお願いします。 

 

農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明します。 

それでは第１号議案です。申請地は弓渡字門ノ川地先、田４３０㎡を売買しようと

する申請です。買受人は弓渡の★★さん、売渡人は千葉市の★★さんです。申請理由

は、隣接地を耕作しているため、とのことです。買い受ける農地にて水稲の作付けを

計画しています。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、コンバイン、田植機を所有しています。労働力、

技術については、世帯員３名で従事しております。農作業常時従事要件については、

１５０日以上となっております。下限面積要件については、５０アールを超えており

ます。周辺地域との関係については、できる限り農薬を使わない方法で栽培していく

とのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

それでは第２号議案です。申請地は箕輪字味曾谷地先外１筆、田１２９３㎡を贈与

しようとする申請です。譲受人は箕輪の★★さん、譲渡人は箕輪の★★さんです。申

請理由は、譲渡人より贈与の申し出があったため、とのことです。譲り受ける農地に

て水稲の作付けを計画しています。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在譲受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、コンバイン、田植機を所有しています。労働力、

技術については、世帯員２名で従事しております。農作業常時従事要件については、

１５０日以上となっております。下限面積要件については、５０アールを超えており

ます。周辺地域との関係については、隣接地を耕作しており周辺地域への支障等はな

いとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

それでは第３号議案です。申請地は小林字下野地先外３筆、田５９１㎡、畑６８４

㎡、計１２７５㎡を売買しようとする申請です。買受人は小林の★★さん、売渡人は

小林の★★さんです。申請理由は、隣接農地を所有しており、集約し効率化が期待で

きるため、とのことです。買い受ける農地にて水稲及び落花生の作付けを計画してい

ます。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、コンバイン、田植機を所有しています。労働力、
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技術については、世帯員３名で従事しております。農作業常時従事要件については、

１５０日以上となっております。下限面積要件については、５０アールを超えており

ます。周辺地域との関係については、無農薬にて耕作していくため、周辺への影響は

ないとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 説明は以上でございます。 

 

第一小委員長から報告をお願いします。 

 

審議の結果、１号議案から３号議案については許可となりましたので報告いたしま

す。 

 

 それでは審議いたします。★★委員いかがですか。 

 

 ★★さんはハウスもやられていて、結構大規模に農業に取り組んでいる方ですの

で、問題ありませんので許可でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 以前から現場も耕作されていますので、許可でよろしいと思います。 

 

 １号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可ということでよろしいでし

ょうか。（異議なしの声）それでは１号議案については、許可ということで決定いたし

ます。続きまして２号議案です。★★委員いかがですか。 

 

 耕作出来るようにきれいに刈り払われています。★★さんはここ数年農地を増やし

ていますが、適正に農業経営されていますので、許可でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 ★★さんの田は、頼んでいた方が耕作をやめてしまって去年から休耕していました

が、★★さんがやっていただけるのであれば非常に良いと思います。 

 

 ２号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可ということでよろしいでし

ょうか。（異議なしの声）それでは２号議案については、許可ということで決定いたし

ます。続きまして３号議案です。★★委員いかがですか。 

 

 現状は荒れていますが、一昨日、本人と会ってお話ししまして、整備して耕作する

ということで、しっかり方針を持っておられましたので、許可でよろしいと思います。 

 

 小委員会後の営農計画の修正は無いということですね。 

 

 修正は無く、説明させていただいた申請どおりの計画とのことです。 

 

 ★★委員さんをはじめ今後の耕作を見守っていただくようお願いします。 

 ３号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可ということでよろしいでし

ょうか。（異議なしの声）それでは３号議案については、許可ということで決定いたし

ます。 

 続きまして農地法第４条の規定による許可申請についてであります。事務局より説

明をお願いします。 

 

 農地法第４条の規定による許可申請についてご説明します。 
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 ４号議案です。申請地は、本小轡字東之妻地先、畑４７００㎡の内２８７．８㎡で

す。山武市の★★さんが現在有する賃借権に基づき、作業所兼直売所及び駐車場用地

として一時転用する申請です。 

申請理由及び土地選定理由は、事業の多角化を目指し苺狩りの観光農園を計画して

おり、これから収穫期を迎える苺の庭先販売をするため、とのことです。事業計画と

しては、パイプハウスの作業場兼直売所を建て、お客様用の駐車場は８台分でウッド

チップにて整地します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内にある農地と判

断され、原則として許可をすることができない農地ですが、農地法施行令第４条第１

項第１号イ及び第１１条第１項第１号イの「仮設工作物の設置その他一時的な利用に

供するために行うもの」、並びに農地法施行令第４条第１項第１号ロ及び第１１条第

１項第１号ロの「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ばすおそれが無いと認めら

れるものであること」に該当し、例外的に許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、土地所有者から同意書をい

ただいております。他法令に基づく申請は、ありません。周辺農地の営農条件への支

障について、埋立ては行わず整地のみですので支障はないとのことです。排水は、雨

水のみで自然浸透です。確認が必要な隣接農地所有者はおりません。また、地元自治

会に説明し、ご理解をいただいております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

なお、一時転用について、申請期間は令和５年１１月１日までとなっており、事業

完了後の農地復元誓約書が提出されております。 

説明は以上でございます。 

 

 第一小委員長から報告をお願いします。 

 

 審議の結果、４号議案については許可相当となりましたので報告いたします。 

 

 

 それでは審議します。★★委員いかがですか。 

 

 苺のハウスもだいぶ出来ており準備を進めていますので、よろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 ★★さんは当初から観光農園にしたいということで農地を取得し、作業を順調に進

めていますので、許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 以前に新規就農者として農業委員会も３条許可し、そのときの営農計画に沿った施

策ですから、応援すべき内容だと思います。許可相当でよろしいと思います。 

 

 ４号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしい

でしょうか。（異議なしの声）それでは４号議案については、許可相当ということで決

定いたします。 

 続きまして農地法第５条の規定による許可申請についてであります。事務局より説

明をお願いします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請についてご説明します。 

５号議案です。申請地は、下太田字駒形地先外１筆、田１８４㎡、畑２５１㎡、合

計４３５㎡です。下太田の★★さんが下太田の★★さんから使用貸借により土地を借
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り受けて、駐車場用地とする申請です。申請理由及び土地選定理由は、隣接の既存施

設で廃棄物処理事業を行っておりますが近年の台風災害後廃棄物が増加し通勤車両

が運搬車両の混雑の原因にもなっており、作業環境の向上及び作業員の安全対策のた

め、とのことです。事業計画としては、従業員用駐車場１２台分及び運搬車両の一時

駐車場とします。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内農地、第３種農

地、第２種農地の（ａ）のいずれにも該当せず、特定土地改良事業等の施行区域内に

ある農地にも該当しませんが、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区

域内にある農地に該当することから、第１種農地と考えられます。第１種農地と判断

される農地については、原則として許可をすることが出来ない農地とされております

が、既存施設に隣接する土地で、既存施設の敷地面積の２分の 1を超えない土地であ

ることから農地法施行規則第３５条第５号の規定に該当し、例外的に許可できると判

断されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地をして砕石敷きと

します。排水は、雨水のみで前面道路側溝へ排水します。新治土地改良区から排水同

意書が提出されております。確認が必要な隣接農地所有者は２名おり、確認を得てお

ります。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして６号議案です。申請地は、大芝字二八丁歩地先、畑７８１㎡の内３１６

㎡、農地以外の土地３３㎡、合計３４９㎡です。早野新田の★★さんが大芝の★★さ

んから土地を買い受け、専用住宅用地とする申請です。申請理由並びに土地選定理由

は、現在の住まいは借家で老朽化しているため、現在の住まいから近く希望に見合う

ため、とのことです。事業計画としては、建築面積１１８．２７㎡の住宅１棟と建築

面積３６．８６㎡のカーポート１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農業公共投資の対象になって

いない小集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地と考えられます。第２

種農地として判断される場合は、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地のみで埋立ては行

いません。排水は、合併浄化槽による処理後、道路側溝へ放流します。確認が必要な

隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして７号議案です。申請地は、大芝３丁目地先、畑３７１㎡です。大芝の★

★さんが大芝の★★さんから売買により土地を買い受けて、専用住宅用地とする申請

です。申請理由及び土地選定理由は、現在借家住まいで手狭となったため、とのこと

です。事業計画としては、建築面積８５．７０㎡の住宅１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請はあり

ません。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地のみで埋立ては行いませ

ん。排水は、公共下水道に接続します。確認が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして８号議案です。申請地は、早野字神門前地先、田１４０３㎡です。大芝

の★★さんが、早野の★★さんから土地を買い受け、資材置場用地とする申請です。

申請理由及び土地選定理由は、昨年土木工事業等の会社を設立し資材置場を探してい
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たため、申請地は会社から近く条件も良いため、とのことです。事業計画としては、

山砂・砕石・車両置場とします。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内農地、第３種農

地、第２種農地の（ａ）のいずれにも該当せず、土地改良事業等の施行に係る区域内

にある農地であることから第１種農地と考えられます。第１種農地として判断される

場合は、原則許可できない農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請はござ

いません。造成は整地のみで埋立ては行いません。排水は、雨水のみで自然浸透です。

早野水利組合から雨水排水同意書が提出されております。また、確認が必要な隣接農

地所有者は１名おり、確認を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして９号議案です。申請地は、下永吉字西片前地先、田５４２㎡です。早野

の★★さんが下永吉の★★さんから贈与により土地を譲り受けて、専用住宅用地とす

る申請です。申請理由及び土地選定理由は、現在借家住まいで手狭となったため、住

環境が良いこの土地を叔父から譲ってもらえることとなったため、とのことです。事

業計画としては、建築面積８１．５６㎡の専用住宅１棟と建築面積４２．２１㎡のカ

ーポートを建築する計画です。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は土地改良事業施行区域内にあ

る農地であることから第１種農地と考えられます。第１種農地と判断される農地につ

いては、原則として許可をすることが出来ない農地とされておりますが、住宅その他

周辺地域居住者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のであることから農地法施行規則第３３条第４号の規定に該当し、例外的に許可でき

ると判断されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

として市土木管理課に法定外公共物占用許可申請書及び土木工事施行許可申請書が

提出されております。周辺農地の営農条件への支障について、整地のみで埋立ては行

いません。排水は、合併浄化槽を設置し東側水路へ放流します。雨水も水路へ排水し

ます。下永吉耕作組合から排水同意を受けております。確認が必要な隣接農地所有者

は１名おり、確認を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

説明は以上でございます。 

 

 第一小委員長から報告をお願いします。 

 

 審議の結果、５号議案から７号議案については許可相当、８号議案については不許

可相当、９号議案については許可相当となりましたので報告いたします。 

 

 それでは順次審議します。５号議案です。★★委員いかがですか。 

 

 現在の事業地の隣接地で、駐車場が足りないということですので、許可相当でよろ

しいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 隣接者も土地改良区も同意を得ていますし、隣接地も耕作していない状況で営農に

支障は無いと思われます。 

 

 ５号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしい

でしょうか。（異議なしの声）それでは５号議案については、許可相当ということで決
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定いたします。続きまして６号議案です。★★委員いかがですか。 

 

 現地調査したところ特に問題無いと思いますので、許可相当でよろしいと思いま

す。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 この地域はもう住宅街となっておりますので、よろしいと思います。 

 

 ６号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしい

でしょうか。（異議なしの声）それでは６号議案については、許可相当ということで

決定いたします。続きまして７号議案ですが、土地区画整理事業済の土地で専用住

宅用地ということですが、ご意見ございますか。（異議なしの声）それでは７号議案

については、小委員会の報告どおり許可相当ということで決定いたします。続きま

して８号議案です。小委員会においては、公共施設や宅地化、土地改良等の状況か

ら第１種農地で不許可の例外にも当たらないと判断されました。★★委員いかがで

すか。 

 

 例外規定にも当たらないということですので、不許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 ★★委員のおっしゃったとおりでよろしいと思います。また、田ですが埋立てをし

てしまっていることについて指導が必要ではないかと思います。 

 

 ８号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり、第１種農地で例外規定に当ては

まらないため不許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それで

は８号議案については、不許可相当ということで決定いたします。続きまして９号議

案です。★★委員いかがですか。 

 

 贈与で住宅用地ということで、問題無いと思いますので、許可相当でよろしいと思

います。 

 

 ９号議案ですが小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしい

でしょうか。（異議なしの声）それでは９号議案については、許可相当ということで決

定いたします。 

 続きまして第８回総会保留議案についてであります。事務局より説明をお願いし

ます。 

 

議案第１０号、令和２年７月７日開催 第８回総会保留議案 農地法第５条の規定

による許可申請についてご説明します。 

７月７号議案です。申請地は、本納字南新田地先外３筆、田２１１㎡、畑４５９㎡、

計６７０㎡です。茨城県の★★さんが本納の★★さんから土地を賃借権の設定により

借り受けて太陽光発電施設用地とする申請です。申請理由及び土地選定理由は、十分

な日照が得られ事業を行うのに条件が揃っているため、とのことです。事業計画とし

ては、太陽光パネル１７２枚を設置します。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

先月総会では、これまで近隣住民への説明や自治会役員との関係構築を図り、地元

説明会を予定しているとのことからその進展により判断するため審議保留となりま

した。その後、予定していた自治会定例会議での説明の話がコロナ禍の影響で進まな

いことから、これまでの地域住民説明等の実施経過報告書を、今後の苦情や要望等が
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あった場合一切の責任を事業計画者が負い真摯に対応する旨を添えて市都市計画課

へ提出したとのことです。市都市計画課に確認しましたところ、この報告を以て指導

要綱に適合することを確認したとのことです。 

その他の許可基準の項目については、先々月総会にてご審議いただいております。 

説明は以上でございます。 

 

 それでは審議に入らせていただきます。★★委員いかがですか。 

 

 コロナ禍で地元説明会がなかなか出来ないということで、★★さんが近隣住民を戸

別で回り、別に反対するような意見は無かったようです。地元の★★にも確認してお

りますので、許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 話し合いも書類も整って、市でも確認しているということであれば、許可相当で

よろしいと思います。 

 

 １０号議案ですが、地元との関係構築も出来たということですので、実現の確実

性を判断し許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは１

０号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

 それでは続きまして１１号議案農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の承認について（利用権設定）であります。この案件につ

きましては議事参与制限を受ける委員がいらっしゃいます。小高委員におかれまし

ては議案第１１号の審議が終了するまでご退席をお願いいたします。 

（★★委員退出） 

 

 それでは事務局の説明をお願いします。 

 

 議案第１１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の承認について（利用権設定）ご説明します。 

（内容等について説明する。） 

 

説明が終わりました。ご意見ございますか。（異議なしの声）それでは１１号議案に

ついては承認ということにさせて頂きます。 

（★★委員入室） 

 続きまして１２号議案農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の承認について（所有権移転）であります。事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 議案第１２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の承認について（所有権移転）ご説明します。 

（内容等について説明する。） 

 

説明が終わりました。ご意見ございますか。（異議なしの声）それでは１２号議案に

ついては承認ということにさせて頂きます。 

 以上で議案関係は終わりました。次に報告に入ります。 

 

次の事案を報告 

 

  ・農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

  ・軽微な農地改良の届出について 

  ・地目変更登記申請に係る照会について 
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会長 

  ・農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 

 

 以上で本日の総会を終了します。御苦労さまでした。 

 

 


